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平成 23 年 11 月 21 日 

 

総務省総合通信基盤局 

電波部移動通信課 御中  

 

 

郵便番号  105-7317 

住 所
（ ふ り が な ）

   東京都港区
とうきょうとみなとく

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

   ソフトバンクモバイル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代 表
だいひょう

取締
とりしまり

役
やく

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

  孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7316 

住 所
（ ふ り が な ）

   東京都港区
とうきょうとみなとく

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

   ソフトバンクテレコム株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

 代 表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社 長
しゃちょう

兼C E O
しーいーおー

  孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号  105-7304 

住 所
（ ふ り が な ）

   東京都港区
とうきょうとみなとく

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

   ソフトバンク B B
びーびー

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

  代 表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社 長
しゃちょう

兼
けん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

 

  当該意見募集に関しまして、今回このような意見募集の機会を設けていただいたことに、厚く御礼

申し上げます。 

 「3.9 世代移動通信システムの普及等に向けた制度整備案に対する意見募集」に関し、別紙のとお

り意見を提出します。 

尚、問い合わせ等は、下記連絡先で対応致しますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

（連絡先） 

                            

電話番号                 

電子メール                   
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別紙 

 

意見書 
 

 
900MHz帯の周波数は、今回の「三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開

設に関する指針案」等でも示されている通り平成 24 年 7 月 25 日から順次使用可能となります。 

周波数が割当てられた後のサービス開始に向けた準備期間は、通常 10 ヶ月程度を要します。

900MHz 帯等の周波数割当ては、「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース」で

示された「光の道構想実現に向けた工程表」（平成 22 年 12 月 14 日）において平成 23 年中に事

業者認定のスケジュールが示されていましたが、周波数利用開始の 7 ヶ月前の事業者決定であり

元々切迫したスケジュールとなっております。 

機器の発注、工事、端末の調達等の様々な要因を考慮すると、来年 1 月には 900MHz 帯周波

数の割当て事業者が決定となることを要望致します。 

 

 

以上 


